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地域医療を担う医師の育成と
地域連携クリティカルパスを活用した医療連携

地域医療研修及び健康情報対策専門委員会

■　日　時　　平成26年２月20日（木）　午後１時40分～午後３時10分

■　場　所　　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

■　出席者　　15人

魚谷健対協会長、藤井委員長

岡田・谷口・中西・野坂・福本・松浦・松田・山本・渡辺各委員

オブザーバー：山㟢　鳥取県福祉保健部医療政策課医療人材確保室長

健対協事務局：谷口局長、岩垣係長、田中主任

【概要】

・地域医療を担う医師の育成として、県では

医師確保奨学金制度を創設している。平成

18年～平成25年度までの８年間で166人に

奨学金の貸付を行っている。そのうち、既

卒者44人、在学生122人である。既卒者の

うち、初期研修終了後の勤務医20人、初期

研修２年目が12人、初期研修１年目が９人

であった。

　鳥取大学（特別養成枠）卒業生は、自

治医科大学卒業生と同様に、卒業後９年

間（初期研修含む）は県職員として知事の

指定する県内医療機関に勤務することとな

る。卒業後３年目（初期臨床研修修了後）

には自治体立病院等に派遣を予定してい

る。

　また、自治医科大学卒業生は県立病院で

初期研修を行うが、特別養成枠卒業生は医

師臨床研修マッチングに参加し、平成27年

度から県内臨床研修病院で初期臨床研修を

行うことになる。そのため、すべての臨床

研修病院において特別養成枠卒業生の初期

研修を行う可能性があり、どの病院で初期

研修をしても、自治体立病院等の派遣要望

に応えられる診療能力が担保できるよう、

モデルプログラムを特別養成枠奨学生に提

示することとしている。

・地域医療に貢献する人材育成と地域医療の

発展のため、平成22年10月に鳥取大学医学

部に地域医療学講座が開設された。鳥取大

学医学部においては、６年間のうち地域医

療に関連した講義・実習のカリキュラムが

組まれており、特に４年次と６年次の臨床

実習においては、地域の医療機関において

実習を行う。地域医療実習の協力機関は40

施設となり、１人の学生が３～４カ所の施

設（基幹病院、自治体病院、診療所など）

を訪問することができるようになった。学

内では、在宅ケア・緩和ケアについて、模

擬患者を使った演習を実施。学生からは現

場での医療連携、チーム医療の姿、基盤と

なる医学へのモチベーションアップなどが

実感されたという感想が多かった。平成26

年２月には、鳥取県西部圏域の協力機関の

指導者を集めての意見交換会も実施した。

・地域連携クリティカルパスは、平成22年度

より医療圏毎で体制が構築された。県、各

地区医師会よりがん地域連携クリティカル
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パス及び脳卒中クリティカルパス等の活用

状況調査結果の報告があった。地区医師会

からは、病院の医師のパスの認識が薄い。

手帳の活用方法を患者に啓発する必要があ

るという課題がある。また、県委託事業が

平成25年度で終了となるので、平成26年度

以降の体制をどのように行っていくのか等

の課題が挙げられた。

１．地域医療の充実、特に地域医療を担う医師の

育成について

　鳥取県医師確保奨学金制度一覧及び貸付状況等

については、山崎鳥取県福祉保健部医療政策課医

療人材確保室長より説明があった。

（１）鳥取県医師確保奨学金制度一覧及び貸付状

況

　現在、鳥取県では、将来、県内の病院等におい

て医師の業務に従事しようとされる方に、修学上

必要な資金を貸し付ける『医師確保奨学金制度』

が大きく分けて３種類ある。県内外の大学の在学

生を対象とした一般枠と鳥取大学推薦入試（地域

枠）入学者が対象の地域枠とが設けられている

「医師養成確保奨学金」、鳥取大学推薦入試（特別

養成枠入学者）が対象の「緊急医師確保対策奨学

金（特別養成枠）」、鳥取大学・岡山大学一般入試

（地域枠入学者）、山口大学推薦入試（地域再生

枠）に入学者が対象の「臨時特例医師確保対策奨

学金（臨時養成枠）」である。

　貸付限度期間は最大６年間であるが、臨床研修

期間終了後に一定の期間、鳥取県内の医療機関に

勤務した場合などは返還免除などが規定されてい

る。

　鳥取県においては、特定診療科（小児科・産婦

人科・救急科・精神科）の医師不足により、県内

の医療提供体制に影響がでてきているという課題

等があるため、平成25年４月１日から、一般枠、

地域枠で特定診療科に進む場合は、鳥大医学部附

属病院を一定期間に限り（３年）返還免除対象先

とする。また、一般枠、地域枠で、特定診療科以

外に進む場合でも、公立病院・診療所や市中病院

の勤務医不足の解消という本来の目的も考慮しな

がら、鳥大医学部附属病院での勤務可能期間を３

年間から６年間に延長する。

　平成18年～平成25年度までの８年間で166人に

奨学金の貸付を行っている。

　特別養成枠、臨時養成枠には実施期限を設定し

ており、特別養成枠は平成29年度入学者まで、臨

時養成枠は平成31年度入学者までを実施すること

としている。

（２）鳥取県医師奨学金進級・進路状況、新規貸

付者数推移

　平成18年～平成25年度までの８年間で166人に

奨学金が貸付を行っている。そのうち、既卒者44

人、在学生122人である。既卒者のうち、初期研

修終了後の勤務医20人で、そのうち15人が県内医

療機関勤務、５人が県外で勤務している。初期研

修２年目が12人で、県内７人、県外５人、初期研

修１年目が９人で県内７人、県外２人であった。

（３）鳥取大学（特別養成枠）卒業生の初期研修

内容について

　特別養成枠の卒業生は、自治医科大学卒業生と

同様に、卒業後９年間（初期研修含む）は県職員

として知事の指定する県内医療機関に勤務するこ

ととなる。

　卒業後３年目（初期臨床研修修了後）には自治

体立病院等に派遣を予定している。派遣先での診

療科は、現状での派遣要望を踏まえると「内科」

を中心とした診療科が想定されるが、派遣時の状

況を踏まえて具体的に検討していくこととしてい

る。

　また、自治医科大学卒業生は県立病院で初期研

修を行うが、特別養成枠卒業生は医師臨床研修マ

ッチングに参加し、平成27年度から県内臨床研修

病院で初期臨床研修を行うことになる。

　そのため、すべての臨床研修病院において特別

養成枠卒業生の初期研修を行う可能性があり、ど

議　事
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の病院で初期研修をしても、自治体立病院等の派

遣要望に応えられる診療能力が担保できるよう、

モデルプログラムを特別養成枠奨学生に提示する

こととしている。

　なお、特別養成枠卒業生の研修プログラムは、

各病院の研修プログラムにおける選択必修及び自

由選択科目についてモデルプログラムを参考に本

人と各病院のプログラム責任者が協議して決定す

ることとなる。

　委員より、平成29年度からはじまる新しい専門

医制度にあわせて、３年～５年間の後期臨床研修

で専門医が取れる仕組みの研修を検討して頂きた

い。初期臨床研修だけ行われて、その後のキャリ

アパスが不透明では、奨学金を返還したいという

学生も出てくると思われるという意見があった。

（４）平成25年度の地域医療学講座の取組：谷口

鳥取大学医学部地域医療学講座教授より説明

　鳥取大学医学部においては、６年間のうち地域

医療に関連した講義・実習のカリキュラムが組ま

れており、特に４年次と６年次の臨床実習におい

ては、地域の医療機関において実習を行う。地域

医療実習の協力機関は40施設となり、１人の学生

が３～４カ所の施設（基幹病院、自治体病院、診

療所など）を訪問することができるようになっ

た。学内では、在宅ケア・緩和ケアについて、模

擬患者を使った演習を実施。学生からは現場での

医療連携、チーム医療の姿、基盤となる医学への

モチベーションアップなどが実感されたという感

想が多かった。平成26年２月には、鳥取県西部圏

域の協力機関の指導者を集めての意見交換会も実

施した。

　また、平成25年度から医学科６年の臨床実習２

がはじまり、学生の約１／３は地域の総合病院・

自治体病院などで２週間の診療参加型実習に参

加。

　地域枠学生の相談の対応として、医学科１～２

年、保健学科２年の地域枠学生を対象に『大山交

流合宿』を実施し、看護・保健の立場も交えた交

流を行っている。また、地域枠学生の情報管理デ

ータベースを作成し、面談記録や教育記録を管理

している。

　また、平成29年度からはじまる新しい専門医制

度に備えて、鳥取県西部家庭医後期研修プログラ

ムを立案し日本プライマリケア連合学会に受理さ

れた。江府町江尾診療所の武地幹夫医師をプログ

ラム責任者として、大学病院診療科と近隣の病院

群の協力のもとで、はじめて本格的な総合診療医

プログラムを設計した。この課程で教室員３名が

プライマリケア連合学会の認定医・指導医を取得

している。

２．地域医療連携について、特に地域連携クリテ

ィカルパスの活用について

（１）がん地域連携クリティカルパス及び脳卒中

クリティカルパス活用状況調査結果：中西委員

より説明

　平成22年度より医療圏毎で地域連携クリティカ

ルパスの体制が構築された。

１．がん地域連携クリティカルパス活用状況調査

結果

　県内がん地域連携診療クリティカルパス計画策

定病院10施設（がん診療連携拠点病院及び準じる

病院）を対象に、平成24年７月から平成25年６月

末までに活用されたパスの活用状況調査結果報告

があった。

　活用件数は、総数243件で、東部が137件と最も

多く、中部50件、西部56件であった。

　運用先は、病院が30件、診療所が213件であっ

た。

　部位では、肝臓がん、乳がんは他部位と比べ活

用件数が少ない傾向が見られた。

　地域連携確認書の作成件数は275件であり、実

際の活用件数との差は31件であった。

２．脳卒中地域連携クリティカルパス活用状況調

査結果

　県内脳卒中地域連携クリティカルパスに係る計

画管理病院７施設を対象に、平成24年７月から平
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成25年６月末までに活用されたパスの活用状況調

査結果報告があった。

　活用件数は、総数670件で、西部が373件と最も

多く、東部264件、中部33件であった。

　運用先は、病院が651件、診療所が３件、老健

が16件であった。

　各地区のクリティカルパス活用について、以下

のとおり報告があった。

〈東部〉：松浦委員

・がん地域連携クリティカルパス活用状況は４病

院で、平成24年度は138件、平成25年度は平成

26年１月末で89件、２年間で227件であった。

227件を部位別にみると、胃がん70件、大腸が

ん73件、肝がん18件、肺がん46件、乳がん18

件、緩和ケア２件であった。

・脳卒中地域連携クリティカルパス活用状況は４

病院で、平成24年度は286件、平成25年度は平

成26年１月末で240件であった。

・平成25年度より糖尿病地域連携クリティカルパ

スを開始した。活用状況は６病院で、平成25年

４月～平成26年１月末で67件であった。

〈中部〉：松田委員

　鳥取県立厚生病院内に事務局を置いて、地域連

携クリティカルパスが行われているが、運用が

中々思うように進んでいないと伺っている。運用

実績は把握出来ていない。また、県委託事業が平

成25年度で終了となるので、平成26年度以降の体

制をどのように行っていくのか課題である。

〈西部〉：野坂委員

・脳卒中地域連携クリティカルパスは平成23年４

月にマニュアル作成し、平成23年度から運用を

している。

　平成25年１月～12月の運用状況は、次のとお

りである。

　　鳥取大学医学部附属病院

　　　回復期へ89例

　　　パス対象割合41％（脳卒中患者数218例）

　　山陰労災病院

　　　回復期へ203例

　　　パス対象割合46％（脳卒中患者数440例）

　　皆生温泉病院

　　　鳥大から14例　山陰労災病院から35例

　　錦海リハ病院　120例

・がん地域連携クリティカルパスは平成23年10月

にマニュアル作成し、平成24年度から運用をし

ている。『わたしのカルテ』を持っている患者

さんはパスが活用されている。

　平成24年度25年１月～12月の運用状況は、鳥

取大学医学部附属病院は平成24年度16件、平成

25年度７件、山陰労災病院は平成24年度22件、

平成25年度11件、米子医療センターは平成24年

度12件、平成25年度１件、博愛病院は平成24年

度、25年度で９件であった。安来市医師会から

現在３医療機関ががんパスに参加している。

・糖尿病地域連携クリティカルパス活用状況は平

成24年11月にマニュアル作成し、３病院で運用

されている。病院の医師のパスの認識が薄い。

手帳の活用方法を患者に啓発する必要があると

いう課題がある。

・今年度、心筋梗塞地域連携クリティカルパスマ

ニュアル作成中で、運用に向けて準備中であ

る。

・大腿骨地域連携パスは、鳥取大学医学部附属病

院は平成23年度３件、平成24度４件、平成25年

度６件、山陰労災病院は平成24年度３件、平成

25年度29件であった。

　それぞれに推進委員会、研修会等を開催して

いる。

（２）鳥取県内在宅医療に関する事業等：中西委

員より説明

○在宅医療連携拠点事業

　多職種協働による在宅医療の支援体制の構築、

地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供
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を目指すことを目的として実施。

　平成24年度は国庫補助事業により、米子医療セ

ンターにおいては在宅医療と在宅看取りに関する

かかりつけ医への実態調査等が行われ、真誠会セ

ントラルクリニックにおいては多職種連携のため

のホームページ作成、研修会開催等が行われた。

　また、平成25年度は地域医療再生基金により、

米子医療センター、真誠会セントラルクリニッ

ク、鳥取大学医学部附属病院、博愛病院、にしま

ち幸朋苑において、研修会等の開催、地域住民へ

の啓発活動等がそれぞれ行われている。

○在宅医療推進事業

　在宅医療の普及啓発、在宅医療提供施設の体制

充実等により地域の在宅医療の充実を図ることを

目的として、平成25年度は地域医療再生基金によ

り、岩美病院他８機関、米子市、県において、在

宅医療に携わるための設備整備、訪問、通所リハ

ビリの設備整備、住民啓発のための講演会等が行

われている。

　県においては、平成25年10月19日（土）に地域

包括ケア・在宅医療推進フォーラムを「ハワイア

ロハホール」で開催し、約200名が参加した。

（３）おしどりネット２の概要：中西委員より説明

　医療機関相互で電子カルテが参照できる体制を

構築するため、平成23年度から地域医療再生基金

を財源に鳥取大学に補助を行った。

　平成24年５月29日から運用開始しており、７病

院、１診療所が参加。平成25年度末までに厚生労

働省標準規程（SS-MIX）に対応出来る改修を行

うとともに、新たに３病院が参加予定。平成26年

度以降は、システムの運営費に対して県からは地

域医療再生基金事業の活用が可能な平成27年度ま

で補助を行う。

肝炎ウイルス検診・肝臓がん検診等実施要領が一部改正される
鳥取県健康対策協議会肝臓がん対策専門委員会

■　日　時　　平成26年２月22日（土）　午後２時～午後３時30分

■　場　所　　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

■　出席者　　25人

川㟢対策委員長

芦田・大城・岡本欣也・岸本・孝田・瀬川・西村・野坂・藤井・前田・松木・

松田・満田・村脇・山下各委員

オブザーバー：藤木鳥取市保健師、向井倉吉市保健師、中本湯梨浜町保健師

県健康政策課がん・生活習慣病対策室：村上室長、下田課長補佐、山根係長

健対協事務局：岩垣係長、田中主任

【概要】

・平成24年度肝炎ウイルス検査受診者数は

4,777人で、受診率は2.3％、平成23年度に

比べ、受診者数1,403人、受診率が0.6ポイ

ント増加した。受診者数年々増加傾向であ

る。検査の結果、HBs抗原のみ陽性者は83

人（陽性率1.7％）、HCV抗体のみ陽性者は

23人（陽性率0.5％）である。


